
事 務 連 絡 

平成 30 年３月 19 日 

各 位 

尼崎市健康福祉局 

介護保険事業担当課長 

介護予防・日常生活支援総合事業コード表に関するお知らせ 

平素は本市介護保険行政にご協力いただき誠にありがとうございます。 

さて、本市で今年度から始まりました介護予防・日常生活支援総合事業におい

て、ご使用いただいていました『介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サー

ビスコード表』につきまして、平成 30 年４月以降、次のみなしコード表が使用

できません。 

平成 30 年 4 月利用分の請求にあたり、介護請求ソフトの自動入力機能を利用

されている場合は、使用できないコードで更新されていないかをご確認いただき、

請求誤りのないようご注意ください。

★ 訪問型サービス 

平成 30 年 3 月 31 日まで

⇒
平成30年４月１日以降

Ａ１
みなしコード 

Ａ２

☆ 通所型サービス

平成 30 年 3 月 31 日まで

⇒
平成30年４月１日以降

Ａ５
（尼崎市以外の事業所の場合）

Ａ６

お問い合わせ先：尼崎市介護保険事業担当

給付担当

06-6489-6350


